
令和６年度富士山混雑情報等動画広報業務委託仕様書

１ 概 要

富士山における登山者による混雑の平準化及び富士登山の文化的伝統等の理解の促進を

目的とし、主に富士登山を予定している日本人及び訪日外国人をターゲットとしてＷＥＢ

広告等を活用し、今夏の静岡・山梨両県の富士登山に係る取組や、富士山の混雑情報等を

紹介する動画（以下「混雑情報等動画」という。）を広く周知することにより、富士山登

山者に混雑回避を促すとともに、富士登山の文化的伝統等の理解を促進する。

２ 業務の名称

令和６年度富士山混雑情報等動画広報業務委託

３ 業務内容

受託者は富士山世界文化遺産協議会（以下「協議会」という。）が保有する既存の混雑情

報等動画の改訂版を制作した上で、それらの混雑情報等動画をＷＥＢ広告等を活用して広く

周知するとともに、「富士登山オフィシャルサイト」に誘導すること等により、富士山登山

者に混雑する日や時間帯を避けた登山を促す。

実施にあたり協議会の担当者と随時連絡・協議しながら進めるものとする。

（１）協議会が保有する以下の混雑情報等動画に、令和６年度に静岡・山梨両県の実施する入

山管理に係る取組の情報を入れ、混雑カレンダー情報を令和６年度版に差し替えた改訂版

を制作すること。なお、英語版の制作にあたっては、ネイティブチェックを必ず行うこと。

ａ 日本語ショート版（約30秒）

ｂ 日本語オールムービー版（約15分）

ｃ 英語ショート版（約30秒）

ｄ 英語オールムービー版（約15分）

※上記の動画については、別添１のURL等を参照すること。

（２）過去の実績(閲覧の多いエリア、時間帯、年齢層等)に基づき、ＳＮＳ、ＷＥＢ上での広

告設置や動画サイト等の様々なメディアを活用した効果的な広報を行い、多くの登山者に

上記混雑情報等動画の周知を図ること。

（３）混雑情報等動画は、静岡県、山梨県、及び富士山世界文化遺産協議会がそれぞれ運営す

る、各種ＨＰ上に掲載できるものとする。なお、広告展開を通じた誘導先は、下記のＨＰ

とすること。

富士登山オフィシャルサイト

＜URL＞https://www.fujisan-climb.jp/risk/congestion.html

（４）協議会作成の令和６年度の混雑予想カレンダーを各種媒体を通じて広く周知すること。



（５）ＷＥＢ広告に伴う画像・バナーを作成したり、協議会が保有する混雑情報等動画の素材

を用いてＷＥＢ広告等に適した再生時間の動画等を受託者自らが用意をすることを妨げ

ない。

（６）広告配信の結果や、それを分析することにより今後の方針について記載した報告書を作

成し、提出すること。

（７）広告等の運用に要する経費は、広告のクリック回数等の実績に基づいて支払うこととし、

実績に基づいた請求書を作成すること。

４ 業務履行期間

契約締結日翌日から令和６年９月30日(月)まで

※令和６年６月７日（金）までに広告が表示されている状態にすること。

５ 成果物の納品

下記を１セットとし、両県事務局へ各１セット、業務完了後速やかに納品すること。

（１）改訂及び制作した動画（ＣＤ―Ｒ等）

・再生用ＤＶＤディスク １枚（盤面印刷を含む）

・ＷＥＢ配信用データとして、ＭＰＥＧ４形式及びＷＭＶ形式にて電子媒体等により１部

（２）完成した動画の編集可能データ及び当該委託業務で使用した写真や動画

・電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） １部

（３）実施報告書 紙媒体及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ等）

・実施手法及び実施結果の分析をまとめたもの（サマリー及び詳細報告）

※サマリーは、パワーポイント４～５枚程度。

・広告の配信内容

・広告の配信結果、アクセス状況等

・配信結果の分析による今後の方針の提案

６ 留意事項

（１）成果物及び委託業務に付随して発生する成果物の著作権は、特に定める場合を除き、全

て協議会に帰属する。

（２）成果物等に、受託者が従前から有していた知的財産権が含まれていた場合には、協議会

は本業務の成果物等を利用するために必要な範囲において、これを無償で利用できるもの

とする。

（３）次に掲げるサイトへ広告を掲載しないよう配慮することとする。

・法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

・公の秩序もしくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの



・人権その他の他者の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

・上記に掲げるもののほか、委託者が広告を掲載することが適当でないと認めるもの

（４）受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、ある

いは本仕様書に記載のない細部については協議会の担当者と速やかに協議し、その指示に

従うこととする。


